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能登半島地震に伴う被災地域でボランティア活動を実施
～青年部会第3回災害支援活動～



いしかわロードマップ 石川県の魅力的なスポットを
ゆったりとトラックで巡ります

表紙

金沢市は石川県の県庁所在地で、古くか

らの歴史が残る街並みや、美術館、伝統

工芸で知られています。

日本三大庭園の一つである兼六園は、池

や噴水などを取り入れた古典的な庭園で

広く知られています。

また近年では、北陸新幹線の影響で国内の観光客や外国人観光客も増加しています。

文化と芸術、豊かな食が楽しめる金沢の街を満喫してみてはいかがでしょうか。
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青年部会による災害支援活動
第1回 2月4日（日） 能登町 7名参加 炊き出し

第2回 3月3日（日） 珠洲市 11名参加 炊き出し

第3回 7月6日（土） 珠洲市 8名参加 災害ゴミの撤去等

第4回（予定） 8月3日（土） 珠洲市 災害ゴミの撤去等
※予定

※その他、青年部会員で募った災害見舞金を能登地域の部会員に一律配布した。
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ご案内 各種セミナー・講習会等の開催計画

改善基準告示解説セミナー
1．日　　時　　令和6年8月22日（木）13：30～15：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　①改善基準告示の改正内容の解説、②Ｑ＆Ａの解説等
5．申込み等　　締め切りました。
健康管理セミナー
1．日　　時　　令和6年8月29日（木）13：30～16：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　�①定期健康診断の有効活用と健康経営への活かし方�

②睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策の基本的知識等
5．申込み等　　締め切りました。
災害物流専門家研修　　※2日間の研修となります。
1．日　　時　　�令和6年9月12日（木）10：00～17：00�

令和6年9月13日（金）� 9：00～16：00　　
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　物資集積拠点等での仕分け・管理・輸送等の専門知識、グループ討議、ほか
5．定　　員　　なし
6．申込み等　　同封の申込書にてお申し込みください。
集団健診
1．日　　時　　�①令和6年10月� 5日（土）14：00～15：30�

②令和6年10月19日（土）14：00～15：30
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．料　　金　　定期健康診断6,500円（税別）　　
4．医療機関　　一般財団法人石川県予防医学協会
5．検査項目　　�①一般項目（身体測定、視力・聴力検査、胸部間接X線検査、尿検査など）�

②血液検査（貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査）�
③心電図検査

6．申込方法　　同封の申込書にてお申し込みください。
車輪脱落事故防止及びチェーン脱着講習会
1．日　　時　　令和6年10月8日（火）13：30～17：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　管理者及びドライバー等
4．内　　容　　①車輪脱落事故防止講習会（120分）、②タイヤ脱着講習会（60分）
5．定　　員　　50名（先着順）
6．申込方法　　後日、ご案内します。
トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー
1．日　　時　　令和6年10月22日（火）13：30～16：30
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　�①「新時代」における運転者人材の実態、②運転者人材等の採用�

③人材が定着するための職場環境の整備、④働き方改革に対応した実務
5．定　　員　　なし
6．申込方法　　後日、ご案内します。
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お問合せ　（一社）石川県トラック協会　TEL 076－239－2285

引越基本講習
1．日　　時　　令和6年10月24日（木）10：00～16：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　引越実務者で、初めて本講習を受講する方
4．内　　容　　標準引越運送約款や関係法令等の知識、下見・見積もりの知識とクレーム対応など
5．定　　員　　なし
6．受 講 料　　2,000円
7．申込み等　　後日、ご案内します。
引越管理者講習
1．日　　時　　令和6年10月25日（金）10：00～16：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　�①平成17年度以降に「引越基本講習」を修了した方�

②令和3年度以前に「引越管理者講習」を修了した方
4．内　　容　　引越基本講習の講義内容を深めたもの
5．定　　員　　なし
6．受 講 料　　2,000円
7．申込み等　　後日、ご案内します。
過労死等防止対策セミナー
1．日　　時　　令和6年11月6日（水）13：30～16：30
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　�①過労死等と健康起因事故の現状、②健康起因事故に対する国の動向�

③生活習慣の改善、④その他、グループワーク等を実施
5．定　　員　　64名（先着順）
6．申込み等　　後日、ご案内します。
事故防止大会「第25回SDラリーコンテスト表彰式・事故防止研修会」
1．日　　時　　令和6年11月20日（水）10：00～12：00
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　�【第一部】第25回SDラリーコンテスト表彰式�

【第二部】事故防止研修会　「交差点の危険を考える」ー危険予測による安全確認ー
5．定　　員　　なし
6．申込み等　　後日、ご案内します。
「標準的な運賃」活用セミナー
1．日　　時　　令和6年11月26日（火）13：30～16：30
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　①「標準的な運賃」を踏まえた原価計算、②荷主との交渉方法、ほか
5．定　　員　　なし
6．申込方法　　後日、ご案内します。
中小トラック運送事業者のためのDX推進セミナー
1．日　　時　　令和6年12月4日（水）13：30～16：30
2．場　　所　　石川県トラック会館（金沢市粟崎町4-84-10）
3．対 象 者　　経営者及び管理者等
4．内　　容　　①2024年問題とITの活用について、②DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、ほか
5．定　　員　　なし
6．申込方法　　後日、ご案内します。
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　同封の案内書をご覧いただき、受付期間内に参加申し込みいただきますようご案内いたします。

エコドライブ推進事業所認定までの流れ

ご案内 令和6年エコドライブ推進事業所認定事業

FAX

石ト協
HP

メール

参加申込書（裏面）を、石ト協事務局へ
FAXまたは電子データ（石ト協ホーム
ページからダウンロード）をメール送
信してください。

※事業所（営業所）ごとにお申込みください。
※参加運転者数は、所属する選任運転者の
半数以上としてください。

076-239-2287

https://www.ishitokyo.or.jp/

ecodora@ishitokyo.or.jp

自社で運転者ごとに燃費計測を
行っていただきます。

※自社様式で構いません。
（運転者ごとの 1ヶ月の走行距離、
　燃料使用量、燃費、エコドライブ指
　導が記載されていること）

※石ト協ホームページからは表計算の
できる様式（Excel 第 2 号様式）が
ダウンロードできます。

Step2 で計測した運転者ごとの
燃費結果をもとに、燃費改善に
向けた事業所内における取り組
みを推進してください。引き続
き自社で運転者ごとに燃費計測
を行っていただきます。
※Step2と同様。

実施結果報告書、燃費管理表を
郵送または電子データ（石ト協
ホームページからダウンロード）
でメール送信してください。

※提出書類については、必ず写し
（コピー）を社内に保存してください。
※実施結果報告書（様式第3号）は
石ト協ホームページからダウンロード
してください。

https://www.ishitokyo.or.jp/

ecodora@ishitokyo.or.jp

石ト協
HP

メール

参加申込01
Step

燃費計測①02
Step

03
Step 燃費改善に向けた

取組みの推進・
燃費計測②

04
Step

実施結果報告

8/1（木）～ 10/31（木） 10/1（火）～ 10/31（木） 11/1（金）～ 11/30（土）
エコドライブ推進強化月間

12/1（日）～ 1/14（火）

期間内に提出された報告書等の
内容を審査し「エコドライブ推
進事業所」に認定します。
（有効期間は2年間）
※燃費改善に向けた取組み内容について評価
します。（燃費改善率を競うものではありません）
※認定期間は認定を受けた日から2年経過後の

最初の年度末とな
ります。
※本認定は、環境省
の低炭素型ディー
ゼルトラック等導
入補助金の燃費
改善取組体制に係
る第三者認証の取
得の対象となって
おります。

05
Step エコドライブ

推進事業所の認定

3月以降

参加費用無料

　本事業における取り組みは、
「安全性評価事業（Gマーク制
度）」の評価項目「安全運行に
つながる省エネ運転を実施し、
その結果に基づき、個別の指導
教育を実施している」の加点対
象となります。
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ご案内 令和6年度石ト協各種助成申込状況　※7月25日現在

http://www.ishitokyo.or.jp/josei.php　　TOP > 助成・融資制度

助成事業 申込状況
■安全装置等導入促進助成

①後方視野確認支援装置
②側方視野確認支援装置（中型・大型自動車に限る）
③側方衝突監視警報装置（後付け装置のみ）
④呼気吹き込み式アルコールインターロック装置、
⑤ IT 点呼に使用する携帯型アルコール検知器（G マーク認定事業所が導入する場合に限る） 

で全ト協が指定した装置を導入した場合
⑥大型車用トルク・レンチ

36%

■健康診断受診助成
一般健康診断を受診した場合 82%

■ドライブレコーダー機器導入促進助成
全ト協が指定した装置を導入した場合 29%

■ドライバー・安全運転管理者の安全運転教育の助成
全ト協指定研修施設において所定の講座を受講した場合 25%

■エコタイヤ・再生タイヤ導入促進助成
別で定める環境対策の取組みに効果のあるタイヤを導入した場合 46%

■環境対応車導入促進助成
車両総重量2.5t超の天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気トラック、燃料電池トラックを導入した場合 0%

■EMS機器導入促進助成　※デジタコ等
全ト協が指定した装置を導入した場合

75%

■アイドリングストップ支援機器導入助成
エンジン停止時に相当時間連続して使用可能な車載用冷暖房機器を導入した場合 95%

■睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査助成
SASの検査で、第1、2次検査を全ト協が指定する医療機関で受診した場合 59%

■大型・中型・準中型・けん引免許取得及び受験資格特例教習修了助成
助成対象期間内に自動車教習所へ入校し、標記免許課程を修了、支払が完了し、標記免許を取得した場合 54%

■血圧計導入助成
全ト協が指定した機器を導入した場合 90%

■信用保証協会保証料の補助（事前申請不要）
石川県信用保証協会の保証を受け、銀行から融資を受けた場合 25%

■中小企業大学校講座受講料一部助成
中小企業大学校の研修コースを受講した場合 29%

■脳健診（脳ドッグ・脳MRI）受診促進助成
脳健診（脳ドッグ・脳MRI）を受診した場合 23%

■自動点呼機器導入助成
全ト協が指定した機器を導入した場合 70%

■「働きやすい職場認証制度」認証取得助成
「働きやすい職場認証制度」を認証取得した場合 6%

■インターンシップ導入助成
全ト協のインターンシップ受入事業者として登録し、高等学校以上の教育機関からの依頼により
インターンシップを受入れた場合

0%

※�上記は「事前申請」が必要な助成制度です。この他の助成制度につきましては、ご案内の冊子「令和6年度助成制度」
または、当協会ホームページでご確認ください。

6 ご案内
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　全日本トラック協会では、ドライバー向けに食事の重要性への気づきや実践的なアドバイスを短く
まとめた動画「ドライバーの食生活と健康管理」をすることとし、今般、「《第1回》不規則ドライバー
と食事のタイミング」を公開いたしました（※全6回予定。第2回以降は順次公開）。

動画を参考に食生活を改善し、健康で長く働き
続けましょう！

※ 動画は、当協会ホームページからご覧くださ
い。

　https://www.ishitokyo.or.jp/i

　HOME＞最新情報

ご案内 動画「ドライバーの食生活と健康管理」（全6回）

お問合せ　（一社）石川県トラック協会　TEL 076－239－2285

ご案内 石川県「飲酒運転根絶宣言事業所」の登録制度について

お問合せ　石川県生活環境部生活安全課　TEL 076－225－1387

　石川県では、令和 5 年 4 月に施行した「石川県飲酒運転の根絶に関する条例」に基づき、全ての県
民が「飲酒運転をしない、させない、許さない」という認識の下、飲酒運転根絶宣言を行った事業所
等を登録する制度を創設し、飲
酒運転を根絶するための取り組
みを推進していますので、ご案
内いたします。

※ 申込方法など詳細につきまし
ては、当協会ホームページか
らご覧ください。

　 https://www.ishitokyo.
or.jp/i

　HOME＞最新情報

7ご案内
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News Calendar

7月の
おもなNEWS
JULY 2024

建設輸送部会（稲岡利男部会長）は、石川県建設業協会を訪問し、
能登半島地震に係る被災地域の復旧・復興工事への県内事業者の
優先使用などを要望しました。（石川県建設総合センター）

建設輸送部会

4 日 建設輸送業界の経営健全化に関する要望活動

公明党の赤羽元国土交通大臣らが当協会を訪れ、久安会長と業界
を取り巻く諸課題や能登半島地震からの復興等について懇談しまし
た。（石川県トラック会館）

石ト協

5 日 公明党との懇談

石川県トラック協会は、夏の交通安全県民運動に伴う街頭キャンペー
ンに参加し、買い物客などに啓発グッズを手渡し、交通安全を呼び
かけました。（イオンモール白山）

石ト協

11 日 夏の交通安全県民運動に伴う街頭キャンペーン

石川県トラック協会は、運行管理者試験に向けた事前講習会を開催
し、受講者は講師が解説する問題のポイントや出題傾向など試験対
策に取り組みました。（石川県トラック会館）

石ト協

13 日 運行管理者試験事前講習会

石川支部（久安常信支部長）は、会議を開催し、クリーン作戦
2024や労務対策講習会の開催などについて協議しました。（グラ
ンドホテル白山）

石川支部

9 日 第52回運営委員会

青年部会は、東京都内（板橋区、目黒区、文京区）で開催された
氷室雪氷献上セレモニーに参加し、加賀飛脚に扮した青年部会員が
金沢市から運んだ雪氷を各区役所に届けました。（東京都）

青年部会

9、10 日 氷室雪氷献上セレモニー
適正化実施機関（久安常信本部長）は、2024年度の安全性評価事
業（Gマーク）の申請受付を行い、99事業所（新規5事業所、更
新94事業所）からの申請を受け付けました。（石川県トラック会館）

適正化実施機関

1～12 日 Gマーク申請受付

8 7 月のおもな NEWS

ISHIKAWA TRUCKING ASSOCIATION



適正化実施機関は、運輸支局と定例会議を開催し、巡回指導結果
や最近の監査状況などについて情報交換を行いました。（石川運輸
支局）

適正化実施機関

22 日 運輸支局と定例会議

石川県トラック協会は、高速安協主催のキャンペーンに参加し、サー
ビスエリアに立ち寄ったドライバーなどに対して、安全運転を呼びか
けました。（徳光PA）

石ト協

17 日 夏の交通安全県民運動に伴う街頭キャンペーン

金沢第二支部（操川一郎支部長）は、会議を開催し、クリーン作戦
2024や交通安全出前講座などについて協議しました。（石川県ト
ラック会館）

金沢第二支部

23 日 第37回運営委員会

広報委員会（小前田彰委員長）は、会議を開催し、雇用対策や取引
環境改善に係る広報事業のほか、能登半島地震からの復旧・復興
に関する広報事業などについて協議しました。

広報委員会

18 日 第116回広報委員会

金沢第三支部（吉田修一支部長）は、会議を開催し、クリーン作戦
2024や支部独自事業などについて協議しました。（石川県トラック
会館）

金沢第三支部

24 日 第36回運営委員会

金沢第一支部（山田秀一支部長）は、白山安全祈願を実施し、白山
頂上付近にある白山比咩神社奥宮祈祷殿で支部会員の繁栄と無事
故・無災害を祈願しました。（白山）

金沢第一支部

20、21 日 白山交通安全祈願

97月のおもなNEWS
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10 適正化 NEWS

飲酒運転は、きわめて悪質で危険な

反社会的・犯罪行為です。

ドライバー本人や同乗者等が厳しく

罰せられるだけでなく、万一事故を

起こせば被害者やその家族の人生を

大きく狂わせることになります。

飲酒運転の根絶に向け、「飲酒運転

防止対策マニュアル」を活用するな

ど、以下について徹底しましょう。

車内に酒類の持ち込みがないか定期的に調査すること。

アルコール検知器による点呼を確実に実施し、飲酒の有無
を確認すること。

過去に飲酒運転の経歴を有するなど、飲酒傾向の強い運
転者の指導を徹底すること。

飲酒運転とならないよう前日に飲酒したアルコールが、身体
に残らないよう生活指導を徹底すること。

乗務員に対する長距離運行時の飲酒運転防止について、

指導教育を徹底すること。

ISHIKAWA TRUCKING ASSOCIATION



11適正化 NEWS

事故を起こさなくても違反だけで

飲酒運転で人身事故を起こすと

酒酔い運転

危険運転致死傷罪 過失運転致死傷罪

酒気帯び運転

※上記の行政処分は、いずれも前歴が０回の場合です。

死亡事故

負傷事故

１年以上２０年以下の懲役

１５年以下の懲役

※飲酒運転による死傷事故後に、さらに飲酒をした

り、その場を離れて酔いをさますなどの飲酒の程度

をごまかす行為をすると「過失運転致死傷アルコー

ル等影響発覚免脱罪」が適用され、１２年以下の懲

役となります。

アルコール等の影響により正常な運転が困難な状
態で人身事故を起こすと

以下の罰金
または

以下の懲役

５年 １００万円

違反点数 ３５点

以下の罰金
または

以下の懲役

３年 ５０万円

７年 １００万円

■呼気１リットルにつき0.25㎎以上

■呼気１リットルにつき0.15㎎以上0.25㎎未満

違反点数 ２５点

危険運転致死傷罪が適用されない場合でも、自動

車運転上の必要な注意を怠り、人を死傷させると

アルコール等の影響により正常な運転に支障が生

じる恐れのある状態で人身事故を起こすと

死亡事故

負傷事故 １２年以下の懲役

道路交通法

自動車運転死傷行為処罰法

１５年以下の懲役

飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則

違反点数 １３点

※３年間は免許が取得できない！

以下の罰金
または

以下の懲役
もしくは禁錮

免許取り消し

（欠格期間２年）

免許取り消し

免許停止
（９０日）

Vol.288    いしかわトラックのひろば8月号



12 適正化 NEWS

　運転者は、交通事故が発生したときには、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路に
おける危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。また、当該事故に関する事項を警察へ
報告するとともに、現在の状況等を事業者へ報告し、助言・指示を受けることが必要となります。万一
に備え、事故発生時の対応を再確認しましょう。

〇事故発生時の対処
運転者は、事故を起こした場合は、まず気を落ち着けて、次のことを忘れずに実行する。
　①直ちに車両の運転を中止する。
　②負傷者の救護を行う。
　③道路における危険を防止するための措置を講じる。
　④警察に報告し、指示を受ける。
　⑤事業者へ連絡し、指示を受ける。
　⑥安全な場所へ退避する。

道路交通法第72条第1項
　�交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運
転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
（略）警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の
程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故
について講じた措置を報告しなければならない。

負傷者の救護を行わずにその場を離れると…

自動車運転死傷行為処罰法　　　道路交通法

119

人身事故 救護義務違反 ひき逃げ

事故発生時の対応を再確認!!

ISHIKAWA TRUCKING ASSOCIATION
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働
き
方
の
改
善
の
た
め
、
関
係
省
令
を
改
正
し
、
車
検

証
の
有
効
期
間
満
了
日
の
「
2
カ
月
前
」
か
ら
車
検
を
受

け
ら
れ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

1
．
背
景

　�

　
現
在
、
車
検
は
、「
有
効
期
間
満
了
日
の
1
か
月
前

か
ら
満
了
日
ま
で
の
間
」
に
受
検
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
車
検
需
要
が
年
度
末
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
こ

の
時
期
は
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
が
整
備
や
車
検
の
予
約

が
取
り
づ
ら
く
、
自
動
車
整
備
士
も
残
業
・
休
日
出
勤

に
追
わ
れ
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

2
．
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
改
正

　�

　
今
般
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
を
改
正
し
、「
有

効
期
間
完
了
日
の
2
カ
月
前
か
ら
満
了
日
ま
で
の
間
」

に
受
検
し
て
も
、
残
存
す
る
有
効
期
間
が
失
わ
れ
な
い

こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
自
賠
責
保
険
の
有
効
期
間

も
こ
れ
に
整
合
さ
せ
る
た
め
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

施
行
規
則
を
改
正
し
ま
し
た
。（
い
ず
れ
も
令
和
7
年

4
月
1
日
施
行
）

3
．
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
様
へ
の
お
願
い

　�

　
車
検
は
年
度
末
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
余
裕
を
も
っ

た
予
約
・
受
検
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

国
土
交
通
省

来
年
４
月
よ
り
、
車
検
を
受

け
ら
れ
る
期
間
が
延
び
ま
す

　
事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
委
員
会
に
お
い
て
は
、
事
業

用
自
動
車
の
起
こ
し
た
重
大
な
事
故
に
つ
い
て
、
各
分
野

の
専
門
家
が
議
論
し
、
事
故
要
因
の
調
査
分
析
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

　
こ
の
度
、
同
委
員
会
に
よ
り
新
た
に
1
件
の
事
業
用
自

動
車
事
故
調
査
報
告
書
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
公
表
さ
れ
た
事
案
は
、
大
型
ト
ラ
ク
タ
・
コ
ン
テ

ナ
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
が
交
差
点
左
折
時
に
、
横
断
歩
道
周
辺

の
交
通
状
況
を
十
分
に
確
認
し
な
い
ま
ま
進
行
し
、
横
断

歩
道
を
車
両
左
側
か
ら
青
信
号
に
従
っ
て
横
断
し
て
い
た

小
学
生
に
衝
突
し
ト
レ
ー
ラ
で
轢
過
し
た
事
故
で
す
。

　
こ
の
事
案
は
、
車
両
の
特
性
等
を
踏
ま
え
た
安
全
確
認

の
方
法
や
運
転
操
作
な
ど
に
つ
い
て
、
運
転
者
に
対
す
る

指
導
教
育
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
不
適
切
な
運
行

管
理
が
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
本
報
告
書
を
運
行
管
理
者
や
運
転
者

へ
の
指
導
教
育
に
活
用
し
、
よ
り
一
層
の
安
全
運
行
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。�

国
土
交
通
省

事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
報

告
書
の
公
表
に
つ
い
て

※�

事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
報
告
書
は
、
国
土
交

通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

　�https://w
w
w
.m
lit.go.jp/jidosha/

anzen/jikochousa/report1.htm
l

　
既
に
気
温
の
高
い
時
期
を
迎
え
て
お
り
ま
す
中
、
熱
中

症
を
予
防
す
る
な
ど
運
転
者
の
体
調
管
理
に
万
全
を
期
す

こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
こ
の
た
め
、
特
に
左
記
の
点
に
留
意
し
、
運
転
者
の
体

調
管
理
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

　
1�

．
始
業
点
呼
時
に
運
転
者
の
健
康
状
態
を
確
実
に
把

握
す
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
対
し
て
、
運
行
中
に

体
調
の
異
変
を
感
じ
た
時
に
、
無
理
に
運
行
を
続
け

る
と
非
常
に
危
険
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
運
行

中
に
体
調
の
異
常
を
少
し
で
も
感
じ
た
場
合
、
速
や

か
に
営
業
所
に
連
絡
す
る
等
の
指
導
を
徹
底
す
る
こ

と
。

　
2�

．
脱
帽
を
は
じ
め
と
す
る
一
層
の
ク
ー
ル
ビ
ズ
の
取

組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
ま
め
な
水
分
・
塩
分
補

給
を
指
導
す
る
等
、
運
転
者
が
乗
務
し
や
す
い
環
境

を
確
保
す
る
こ
と
。

国
土
交
通
省

夏
期
に
お
け
る
運
転
者
の
体

調
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
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会員名簿の変更
項 行 事業者名 変更項目 変更内容

13 26 ㈱久津運送店加賀営業所
〒

所在地
TEL
FAX

922-0013
加賀市上河崎町105-1
0761-72-8530
0761-72-8531

16 13 北陸いづみ運輸㈱ 代表者 濱中　嘉彦
19 12 ㈱ロジスティクス坂尻 代表者 坂尻　　隼
24 2 甲信越福山通運㈱ 営業所代表者 金田　晃一
31 29 北川運輸㈱ 代表者 青木　　健
53 9 共立商事㈱ 代表者 飛弾　芳彦

金沢トラックステーションお盆休業
運行情報センター 8月13日（火）17：00～8月19日（月）9：00まで
福祉施設 平常通り営業（24時間営業）

給油所
【短縮営業】　8月11日（日）～8月15日（木）8：00～19：00
【通常営業】　�8月16日（金）～8月17日（土）7：00～21：00�

8月18日（日）　　　　　　　　　8：00～19：00

新規会員のご紹介 地原建設㈱
代表者名：地原 聡人
〒920-0209　金沢市東蚊爪町1-33-6
TEL：076-255-2361
FAX：076-255-2362
車両台数：5台
所属支部：金沢第三支部
所属部会：建設輸送部会

（同）煌運輸
代表者名：笹原 裕之
〒928-0008　輪島市マリンタウン4-77
TEL：0768-23-4827
FAX：0768-23-4829
車両台数：5台
所属支部：奥能登支部

2日（金） 全ト協全国専務理事業務連絡会議（熊本県）能登支部第32回運営委員会（ポートサイド七尾）

3日（土） 青年部会第4回災害支援活動（珠洲市）

5日（月） 適正化事業指導員小規模グループ研修会（金沢ニューグランドホテル）　※～6日

7日（水） 高速安協理事会（ホテル日航金沢）奥能登支部第35回運営委員会（能登空港）

8日（木） 第35回労働委員会（石川県トラック会館）

22日（木）
改善基準告示解説セミナー（石川県トラック会館）
石川県道路安全・円滑化検討委員会（金沢河川国道事務所）
石川支部労務対策講習会（グランドホテル白山）

24日（土） 第39回フォークリフト運転競技石川県大会（石川県トラック会館）

26日（月） 石川運輸支局・適正化実施機関月例会議（石川県トラック会館）

27日（火） 全ト協全国トラック協会長会議（東京都）

29日（木） 健康管理セミナー（石川県トラック会館）
北陸地域国際物流戦略チーム広域バックアップ専門部会（Web）

※石ト協盆休（8月14日～16日）

EVENT CALENDAR　8月の行事予定
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人対車両
車両相互 車両

単独 列車 計
正面衝突 追突 出会い頭 追越・追抜 すれ違い時 右・左折時 その他

件数 2（+1） 1（+1） 9（-6） 4（-3） 0（±0） 0（-1） 3（-1） 2（-2）0（±0）0（±0） 21（-11）

死者 0（±0） 0（±0） 0（±0） 0（±0） 0（±0） 0（±0） 0（±0） 0（±0）0（±0）0（±0） 0（±0）

※（　）内は昨年比 （提供／石川県警）
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0人 0人
1
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3月
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4月
0人

3

5月
0人

7

6月
0人

3

交通事故情報

17

事業用貨物車の交通事故発生状況（第1当事者）石川県内

発生件数 死者数（人）

856（-127） 11（-1）

令和6年交通事故発生状況　1～6月（増減）石川県内全車種（乗用車含む）
（参考）

令和6年事故類型別発生状況（1～6月）内訳

情報コーナー 17
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軽油価格情報

18

（消費税抜き）

（平均価格） R5
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R6

1月 2月 3月 4月 5月 6月

スタンド 143.2 146.6 154.2 148.2 143.6 143.6 ― 128.0 139.7 139.7 134.9 146.9 146.9

ローリー 115.0 118.6 127.8 117.5 109.4 114.3 ― 115.9 116.1 116.5 116.7 116.9 118.0

カード 122.1 127.9 135.3 134.8 121.4 121.7 ― 124.4 123.1 124.4 125.2 129.7 128.0

値上げ
要請額

4.3
（5社）

0
（9社）

7.6
（10社）

0
（7社）

0
（6社）

3.8
（6社） ― 2.1

（6社）
0

（5社）
0.3
（5社）

3.1
（5社）

0
（8社）

0.6
（6社）

※値上げ要請額は、要請があった事業者の平均額。（　）内は、要請のあった事業者数。

（平均価格） R5
7月 8月 9月 10月 11月 12月 R6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

全国 153.3 161.4 162.9 155.7 153.1 154.5 154.8 154.1 154.0 154.5 154.3 154.4 155.4

石川 152.8 162.2 160.3 153.0 152.0 154.2 154.2 154.2 154.2 155.9 155.0 154.0 154.4

110
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145
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ローリー
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7月6月
（R4）

160
155

8月 9月 10月11月12月 1月
（R5）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月
（R6）

2月 3月 4月 5月 6月

110

80
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100
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115
120
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135
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145

スタンド
ローリー
カード

7月6月

160
155

8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

●調査方法…県内30事業者へのアンケート調査 （地域：石川県内）

経済産業省調べ“給油所軽油小売価格”軽油小売価格推移表

石ト協　軽油価格等実態調査結果報告

※令和5年12月分の軽油価格調査は「令和6年能登半島地震」の影響等により実施できず。
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
（R6）

2月 3月 4月 5月 6月 7月
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提供：中部交通共済協同組合　事故防止部

事 例 研 究事故に
学び

安全運転に
生かす

事故の概要

■発 生 日 時	 10月○日（○）　　　午前10時50分頃　　　天候　晴れ
■発 生 状 況	 運転車が配達先に向かって走行中、信号交差点で右折しようとしたところ、横

断歩道を歩いていた相手をはねて死亡させたもの。
■事故当事者	 53歳男性　　　　相手側　71歳女性
■事 故 原 因� 運転者はその日、2番目の配達先に向かっていました。そして、右折する信号

交差点にさしかかったところ、対向するワゴン車が通過していき、それに続く
車もいなかったため、止まらずに右折できると判断して、軽くブレーキを踏み
ながらハンドルを切りました。その時、助手席に置いておいた配達伝票がすべ
り落ちそうになり、あわてて押えつけましたが、一瞬、前方から目をそらして
しまったため、横断歩道を歩いていた相手に気づくのが遅れてしまい、あわて
て急ブレーキを踏みましたが間に合いませんでした。右折先を横断している歩
行者は、対向車の陰になったりして見落としがちです。多くの危険が存在する
交差点では、運転に集中して、あらゆる危険の発見に努めたいものです。

交差点で横断者をはねる
Re-Study14

事例研究 19
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被害／損害 ７１歳女子死亡
総損害額２,４５０万円

■被害概要
・被害者の職業　　主婦
・被害状況　　　　外傷性クモ膜下出血などにより死亡

■損害額内容
・治療費� 160万円
・逸失利益� 1,060万円
・慰謝料� 1,130万円
・葬儀費用� 100万円
　　計� 2,450万円

■運転者について
運転免許取り消し（欠格期間1年）の行政処分を受けました。

被害者について
被害者は夫とふたり、平凡な毎日を送るごく普通の主婦でした。この日もいつものように近所
のスーパーで昼食のお惣菜を買って、ご主人の待つ自宅へ帰ろうと歩いていたところ、この事
故に遭い、帰らぬ人となってしまいました。
被害者はこの事故で頭を強く打ち、外傷性クモ膜下出血などにより即死に近い状態でした。知
らせを聞いて駆けつけたご主人も間に合わず、呆然として立ち尽くすだけでした。困った時は
いつも奥さんが相談相手であったご主人は、相談する相手を急に失ってしまい、何かしなけれ
ばいけないことがあるだろうか、どうしたらいいのだろうかと、こたえてはくれぬ奥さんに問
いかけながら、ただただ涙がほほをつたう毎日を送っており、日ごとに悲しみが増しています。
この事故により平凡な毎日を過ごす老夫婦のささやかな幸せが消し飛んでしまったのです。

運転者は、信号交差点で対向してくるワゴン車とすれ違った後、それに続く車が見当たらな
かったことから、チャンスとばかりに右折を急いでしまいました。その際、助手席に置いた配
達伝票がすべり落ちそうになり、あわてて押えようと前方から目をそらしたことが、歩行者の
発見を遅らせ、この事故を招いてしまいました。
しかし、この事故の原因は、配達伝票に気がいってしまい、前方から一瞬でも目をそらしてし
まったことのみでなく、対向後続車がいなかったことから、一気に右折しようと急いでしまっ
たことにもあります。
今回の事故に限らず、交差点ではあらゆるケースの事故が起こっています。車、自転車、歩行
者が交差する場所では、それぞれが複雑に絡み合い、一方向だけの注意では安全を確認するこ
とはできません。特に右左折のときなどは急ぎの心は禁物です。必ず一呼吸おいて、まわりを
見まわすだけの気持ちの余裕を持ちましょう。
右折先を横断している歩行者は、対向車の陰になったりして見落としがちです。多くの危険が
存在する交差点では、運転に集中して、あらゆる危険の発見に努めたいものです。

この事故から学ぶ事

提供：中部交通共済協同組合　安全推進部
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